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東南アジアの島嶼部における空間政策の課題
―マレーシアとインドネシアの比較考察―

生　田　真　人

Ⅰ．はじめに

東南アジアは、東南アジア諸国連合（以下、ASEAN）などの各種の国際組織を発展させ、発展途上
国の中では最も地域統合が進展する場所として知られてきた。そして ASEAN に隣接する中国やイ
ンドは経済政策を大きく転換し、経済成長を推進して一定期間が経過した。そこで ASEANは、両
国経済の成長と規模拡大に対抗して、2015 年に ASEAN経済共同体を発足した。ASEAN経済共同
体に関する研究は、小林 1）や小林 2）などから始まり、石川 3）と市川 4）などの著書も公表された。共
同体の形成に伴う課題が指摘され、東南アジア最大の移民労働力の提供国であるインドネシアにつ
いては、制度的対応の必要がいわれている 5）。また ASEAN主要 5カ国の株式市場は、危機管理や
市場価格などで統合的ではないと指摘された 6）。杉山・斎藤 7）は経済共同体としては、非関税障壁
をめぐる課題が大きいという。非関税障壁とは、各国の輸入規制やライセンス制度、規格・認証制
度や検疫などの国内の規制措置を指しており、規制の撤廃は難しいという。輸入の規制について清
水 8）は、ベトナムが 2018 年に国内の自動車生産を保護するために実施した自動車の輸入規制を検討
した。さらに各国のエネルギー政策は、共同体形成の観点からみると問題がある 9）。エネルギー需
要の拡大と技術革新に伴って、各国の液化天然ガスの調達は、統合というよりもむしろ逆の個別化
の方向に推移している。
共同体の形成をめぐるこれらの考察に対して、小論はまずマレーシアとインドネシアの空間政策
を比較し、東南アジア島嶼部における空間政策の特徴を把握して、その課題を確認する。そしてこ
の研究を通して、インドシナ半島（以下、大陸部）の空間政策と島嶼部のそれとを統合的に構築する
ための準備を行いたい。ここで空間政策とは、主に中央政府が実施主体の政策を指し、1国内の主要
地域間にある格差を是正するための地域政策に加えて、各都市と各農村の整備を目的とする都市政
策・農村政策とを総合した政策と定義する。同じ東南アジアでも大陸部と島嶼部では地理的条件が
大きく異なるので、空間政策は大きく異なる。しかし、ASEAN共同体がより統合的に成長するた
めには、空間政策のレベルにおいても大陸部と島嶼部とを統合した視点からの政策立案と計画策定
が求められる。EUの空間政策を参考にしつつ ASEANレベルの空間政策を検討するために、経済
で先行する島嶼部の空間政策の現状と課題を、マレーシアとインドネシアの比較研究を通して検討
したい。
筆者はすでに、東南アジア大陸部の諸国と中国の雲南省・広西壮族自治区を含む拡大メコン圏の
空間政策が、国家レベルを超えて展開していることを示した 10）。例えばカンボジアやラオスでは、
国内レベルの政策展開よりもむしろアジア開発銀行（以下、ADB）が主導する拡大メコン圏レベルの
経済回廊計画が先行する。その他の各国の空間政策もまた、上記の経済回廊の形成と連携しつつ展
開している。これはインドシナ半島と中国南部という国境を相互に接する地域における空間政策の
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大きな特徴である。これに対して同じ東南アジアでも多くの島々からなる島嶼部の国々の空間政策
は、大陸部諸国の空間政策とは大きく異なる。小論ではその相違に注目しながら、将来の ASEAN

レベルの空間政策に求められる課題を検討するためにマレーシアとインドネシアを比較したい。ま
ずマレーシアを要約的に紹介し、より複雑に展開しているインドネシアをやや詳細に検討した上で、
2国を含む島嶼部の国際協力をみよう。最後に、島嶼部と ASEANの空間政策について考えたい。

Ⅱ．マレーシアの産業と空間計画

1．産業経済の特徴とマレーシアプラン
ASEANは共同体を創出することで、経済統合を一層推進しようとしている。しかしその貿易構
造をみると、EUや NAFTAとは異なって域内の貿易比率は低いままである。この理由について、西
口 11）は域内の諸国間の経済関係は先進国間とは大きく異なって補完的ではなく、ASEAN域内の諸
国間はむしろ相互に競合的であるからと述べた。この点について林田 12）は、上記の西口 11）を引用
しつつ、東南アジアの特産品ともいえるパーム油を用いて検討した。東南アジアの各国はタイを除
くと欧米諸国の植民地となり、独立後は植民地時代の一次産品に依存する経済からの脱却に努めて
きた。しかし、国家の産業構造の再編は容易ではなかった。
例えばマレーシアやインドネシアなど、工業化の進展する各国に鉄鋼業はあるけれども、国内の
需要を満たしてはいない。インドや中国の鉄鋼業は国内需要を満たしているけれども、東南アジア
の諸国は異なる。また鉄鋼業とはいっても、鉄鉱石と石炭から鉄鋼を作り出す高炉メーカーは、か
つてはマレーシアのマラヤワタスチールのみであった。マラヤワタは、マレーシア政府と八幡製鉄
所（現・日本製鉄）の合弁事業として 1961 年に創業した。この製鉄所はかつて ASEAN唯一の高炉
メーカーであったが、1995 年に高炉を廃棄し、電炉を使用して線材等を生産するようになった。そ
の後には企業統合により社名も変更になり、さらに企業合併が進んだ。マレーシアには 2010 年代に
入って、中国系の鉄鋼メーカーが複数進出した 13）。またインドネシアには、日本とも関係の深い韓
国最大手の鉄鋼メーカーであるポスコが、2013 年に進出した。
マレーシアの工業は他の ASEAN諸国とは異なって、自動車を国民車として自国生産しており、

自動車工業を中核とした重工業化を追求した。第1次マハティール政権が主導した自動車工業は、国
内でも特別の位置にあった 14）。しかしこの国民車構想は充分には成功せず、結果的に中国系企業の
資本と技術を受け入れた。国民車構想の初期段階は、日本の協力が大きかった。近年の日系企業の
東南アジア投資は中国やアメリカとは大きく異なって、以前と同じように製造業が中心で、韓国も
同様である 15）。マレーシアでは政府系企業の比率が大きく、このことが国内での投資活動の抑制に
つながっているとの指摘がある 16）。政府系企業とは、政府系投資会社の他に、国の石油開発を一手
に担うペトロナスをはじめマレーシア航空の他、多方面にわたる。政府系企業の比率は民間資本構
成の 36％にも達し、1997 年のアジアの金融危機以降には、資本流出の傾向もある。
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第 1 表に示すマレーシアプラン（以下、MP）が、マレーシアの国家レベルの開発計画である。マ
レーシアが 1970 年代以降に展開した新経済政策の当初期には、政府の官僚機構が重要な役割を果た
した 17）。しかし 1980 年代に入ると、官僚機構はよりプロジェクト志向となり、同時に開発計画に介
入する政治家の影響が拡大した。アジア金融危機以降になると、次第に成長してきた政府系企業の
関与が拡大した。2009 年から 2018 年にかけてのナジブ政権下では、経済政策の決定方針がさらに変
化した。民間コンサルタントが重視され、開発支出の中央集権化が進行した。開発事業の中央集権
化と開発計画の不透明化が同時に進行した。こうした経緯から、マハティール元首相の再登板によ
るマレーシア初の政権交代が実現することになった。しかし、複雑な政治過程を経て実現した新政
権はわずか 2年で崩壊し、2020 年 3 月からはマレー系がより強く主導するムヒディン政権となった。
ところで第 1表中の 1980 年代中期の第 5次MPの時期は、世界不況と重なって石油価格が下落し

た。当時のマレーシアはインドネシアとも並んで今日よりも原油輸出に依存しており、危機感が強
まった。1980 年代後半以降には日系企業のマレーシア投資が続き、歴史的日本機会とも表現されるほ
どに日系企業がマレーシア社会に影響を与えた。2021 年からの第 12次MPの公表延期もまた、石油
価格の低下による経済と財政の悪化が影響している。マレーシアとインドネシア両国にとって原油の
輸出が両国経済に占める比率は次第に低下してきたけれども、かつては重要な輸出品目で開発計画の
原資となった。こうした中で、第 1図のマレー半島を中心に農村および都市開発が行われてきた。

第 1表　マレーシアプランと国家空間計画
計画名 期間 目標 計画名 期間 対象地域

第 1次マレーシアプラン 1966 － 1970 民族間の調和
経済成長

第 2次マレーシアプラン 1971 － 1975
新経済政策第 1期
貧困の削減
社会構造再編

第 3次マレーシアプラン 1976 － 1980
新経済政策第 2期
貧困の削減
民間主導

第 4次マレーシアプラン 1981 － 1985
農業活性化
民営化
重工業化

第 5次マレーシアプラン 1986 － 1990 経済社会の成長

第 6次マレーシアプラン 1991 － 1995 成長継続
均衡ある発展

第 7次マレーシアプラン 1996 － 2000 均衡ある発展
生産性の向上

第 8次マレーシアプラン 2001 － 2005 知識主導の経済

第 9次マレーシアプラン 2006 － 2010 人的資源
社会経済的不公平の除去 国家空間計画 1 2006 －　2020 マレー半島

第 10 次マレーシアプラン 2011 － 2015 政府再編
経済再編 国家空間計画 2 2010 －　2020 マレー半島

第 11 次マレーシアプラン 2016 － 2020 包括的福利
基盤整備 国家空間計画 3 2017 －　2040 全国

第 12 次マレーシアプラン 2021 － 2025 （経済不況により公表を2021 年に延期）
注）国家空間計画 2の承認は、2010 年。
出所）  Lee, Cassey and Lee Chew-Ging（2017）The evolution of development planning in Malaysia, Journal 

of Asian Economies, 34（2）, 436-461 などから筆者作成。
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2．地域開発と空間計画
マレーシアの地域開発については、次のように整理されている 18）。独立後には空間的考慮のない

開発の時期が一時あり、その後に農村と農業重視の時期があった。そして所得格差を削減するため
の試みがなされ、都市化と特定都市への注目の時期もあった。そして各地域の相対的優位性に注目
する成長志向の開発へと変化した。マレーシアは連邦制を採用しているが、州政府の権限は小さい。
近年の連邦政府はマレー半島の回廊計画を重視しており、これは州政府の役割を低下させ、連邦政
府の役割を一層拡大することになっている。
連邦政府はマレーシアを構成する主な 3民族（マレー人・華人・インド系住民）の民族別政党の連立
政権である。1970 年代以降の新経済政策では、所得水準が他民族よりも相対的に低いマレー人優先
政策が強力に推し進められた。この時期にマレーシアの地域政策が農村地域を中心に開始された。さ
らにマレー人が多く居住する農村部のみでなく、華人が多く居住する都市部でもマレー人優先の産
業開発が推進された 19）。1971 年には都市部におけるマレー人の起業家を支援する都市開発庁が設置
された。1970 年代のマレーシアの地域整備は、旧宗主国イギリスの影響が強かった。ただイギリス
本国でもまだ空間政策という用語と概念はなく、地域間の格差是正を主な目的とする地域政策が追
求された。ヨーロッパで空間政策の用語と概念が拡大するのは、EUが創設された 1990 年代以降で
ある。
マレーシアの連立政権はその後も政権を維持した。しかし、2000 年代に入って 2008 年総選挙に際
して全国 12 州中の 5州で野党が政権を得るなど、地方政治に大きな変化が起こった。そして上記の
ように、2018 年総選挙で独立後初めての政権交代が実現したけれども、マレーシアの競争的権威主
義の政治体制は継続した 20）。マレーシアでは、選挙の際の都市と農村の 1票の格差が非常に大きい。
マレー人の多く居住する農村部が、制度上極めて重視されている。
2001 年以降になると、地域開発に関して連邦政府の役割が一層拡大する方向に制度が変更され
た 21）。マレーシアでは州内の開発計画には州政府が主な責任を持つけれども、州の境界をまたぐ複

第 1図　マレーシアとインドネシアの国土概観
注）マレーシアは薄いグレー、インドネシアは濃いグレーで示す。
出所）筆者作成。
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数の州が関連する開発計画には連邦政府が強く関与する。各基礎自治体についてみると、都市の開
発計画を作成するタウンプランナーが不足し、開発資金も不足している。マレーシアの都市開発の
制度は今日でもイギリス的であり、プランナーという都市計画の専門職が自治体に配置されている
が、その人的資源と開発資金の不足が課題である。
日本の国土交通省は、マレーシアの National Physical Planを国家空間計画と翻訳している。し

かしこの用語は、研究者の間で統一的に用いられているわけではない。例えば大場悟は国家物的計
画と直訳しており、国際協力機構（以下、JAICA）と民間企業の報告書では国家構造計画としてい
る 22）。National Physical Planの日本語訳は統一されているわけではないが、小論では国土交通省
の表現を利用して、国家空間計画としておきたい。第 1表に示すように 2006 年開始の国家空間計画
1とそれに続く計画 2は全国計画ではなく、東西マレーシアの内のマレー半島部のみを対象とした。
東西マレーシアの間は、かつてはマレーシア人でも往来が容易ではないほど分断的であった。マレー
シアは 1963 年に連邦国家となったとはいえ、2地域間の統合は徐々にしか進展しなかった。東西の
2地域間には、石油や森林資源からの収入の配分をめぐる対立があった。
第 1図に示す東マレーシアのサラワク州とサバ州の空間計画は、半島部とは異なる制度によった。
国家空間計画 2（以下、NPP2）は 2010 年に承認され、マレー半島の次の 4都市圏を対象に集中的分
散の実現を目指した。すなわちクアラルンプル首都圏に加えて、南部のシンガポールに隣接する半
島南端のジョホールバル、北部西岸のペナン島と半島東岸のクアンタンを中心都市とする 4都市圏
である。空間計画は、これらの 4都市圏に産業経済が集中すると想定した。クアラルンプル首都圏
は、東南アジアの首都圏の中では相対的にみて人口規模が小さい都市圏であり、シンガポールと共
に公共主導の色彩が強い23）。マレーシアではインドネシアに先行して首都機能が移転したけれども、
インドネシアとは異なって首都圏内での移動に過ぎなかった。さらに機能の一部をクアラルンプル
に残したままで、制度上の首都は変更されていない。行政首都プトラジャヤへの政府機能の多くの
移転は、この国を構成する 3民族の根深い対立の結果であることを理解するべきである。
2017 年からの国家空間計画 3（以下、NPP3）になってようやく、マレー半島に加えて東マレーシ

アを含む全国計画となった。マレー半島の都市化が進行して、パリ協定などの温暖化対策などへの
対応のために新たな修正計画が必要になった 24）。NPP3 の発表に合わせて、第 2次国家都市化計画
に加えて国家農村空間計画 2030 も公表された。第 2次国家都市化計画によると、2040 年までにマ
レー半島の人口は約 4600 万人に増加する。インドネシアに比べて、マレーシアの人口規模ははるか
に小さい。現状の市街地面積は約 120 万 haであるが、倍増して約 440 万 haの市街地が必要という。
マレー半島では、今後 20 年間の急速な都市化と市街地拡大を予測している。

NPP3 と NPP2 の政策スタンスを比較すると、これら 2つは対照的である。NPP2 は、成長拠点
の 4都市圏の整備に重点が置かれていた。しかしそれに続くNPP3 は農村地域の整備が中心で、4つ
の拠点の中間に広がる農村地域と拠点都市の経済格差の是正を目的にしている。つまり、NPP2 と
NPP3 は対極の整備方針であり、それぞれの方向性で一定期間継続する。そして注目されるのが
NPP3 に続く、NPP4 である。第 2表に示すように、NPP4 になってはじめて隣接諸国との国際連携
が明示されている。空間計画で隣接諸国との連携が明示されるのは、この時期が初めてである。
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マレーシアの検討では、国主導の空間政策は国内の地域間格差の是正と都市および農村整備が先
行することが明らかになった。隣接国との国際連携の拡大は、その後の 2040 年代以降の第 4次と第
5次空間計画の時期である。これらの時期にようやく、近隣諸国との連携が重視される。もちろん小
論のⅣ章でみるような国際協調もあるけれども、それはマレーシアの空間政策の主要部分ではない。
なお次のインドネシアの検討で大きく取り上げる土地問題について述べると、マレーシアにも各
種の課題はあるが、インドネシアとは状況が異なる。確かに、植民地時代にイギリス人によって創
設されたマレーリザーブのような特殊な土地制度は、今も残る。しかし、土地を管轄する州政府と
住民間の土地紛争という形ではなく、民族間の問題に転嫁されている。

Ⅲ．インドネシアの国内改革と開発政策

1．独立後の制度改革と開発計画　
インドネシアは、オランダとの間に3年もの独立戦争を経て1949年に独立した。このため軍部が、
独立後のインドネシアの社会と政治に強い影響力を持った。独立後の新政府の土地改革は、植民地
時代の土地関係の根本的な再編ではなく、地主支配に対して妥協的であった 25）。1957 年にオランダ
系プランテーションを国有化したが、それは各地方の軍部と官僚が管理した。初代のスカルノ大統
領は軍人を地方首長に任命し、地方官僚と軍部が国営農園公社の経営を独占した。小零細農民が多
いジャワ島では土地なし農民も多く、土地を巡る紛争が多発した。土地問題は農村のみでなく、都
市部でも継続した。
今日ではとりわけ、森林や農地から住宅地への土地利用転換に大きな課題がある。土地利用転換
の課題は、2014 年の法律 23 号で規定される地方政府の空間計画と 2007 年の中央政府の空間計画と
の間にある一貫性の欠如からももたらされている 26）。空間計画を所管する主な権限は中央政府にあ
るけれども、後述の地方分権改革が複雑に関連する。またインドネシアの土地と森林には、アダッ
トと呼ばれる慣習法がある。この慣習法を近代法制度に統合する際に異なる方法があり、混乱が生
じている。さらに地方政府には限られた税収しかなく、権限と財源の不足が大きい 27）。
インドネシアにおける地域間の不均衡は都市と農村の間のみならず、第 1図に示すジャワ・バリ
島とその他の諸島間、さらにインドネシア西部と東部の間にもある 28）。このため現政権では、地域
間の格差を是正するための地域政策を重視している。インドネシア全体を大きく2つに分けると、国

第 2表　マレーシアの空間計画の概要
名　称 主な目標 期待される効果 主な指標

第 1次空間計画 国家計画としての
統合的な空間計画

異なる空間計画間の
一貫性の構築 州毎の人口動向

第 2次空間計画 4大戦略都市圏の拡充 戦略拠点への分散的集積 戦略都市圏の人口と雇用の動向
大学や病院等主要施設の整備

第 3次空間計画 回廊計画の整備 地域間格差の是正 地域 GDP、地域の家計所得

第 4次空間計画 隣接諸国との連携 国境を越える計画の進展 域内諸国との貿易額
特別経済区の設置動向

第 5次空間計画 国際化への対応強化 産業経済の競争力の向上 世界競争力指数における位置
出所）都市農村計画局資料より筆者作成。
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の西部は東部に比べると都市化している。1980 年のジャワ島の都市人口比率をみると 69％、スマト
ラ島は 16％を超えている。他方、パプアニューギニアの都市人口比率は 2005 年でも 1％程度でしか
ない。それに対応するように、工業化は東部インドネシアよりも中央部および西部で進展する 29）。
工業化は、ジャワ島とスマトラ島に集中する。そしてスマトラ島の工業化は、シンガポールに近い
リアウ州に集中した。ただし 2004 年以降には、リアウ州内の島嶼部が、リアウ群島州としてリアウ
州から分離した。インドネシアは単一国家であるけれども、中央政府の直下の地方組織を州と表現
している。これは一時インドネシアが、連邦制度を採用していたことに関連するのだろう。
人口稠密なジャワ島から外島への移住は、良く知られる地域政策である。その多くは農業移住だ
が、リアウ群島州では工業や他のサービス関連産業の雇用が多かった。1979 年からの 10 年間に約
200 万人が、ジャワ島とバリ島から他の外島へと移住した 30）。移住の多くは農業移住で、出身のジャ
ワ島やバリ島と類似の農業気象の土地に入植した農家の農業生産性は、類似していない土地に入植
した農家よりも高かった。

第 3表は、インドネシアの歴代政権と国家開発計画に加えて空間計画を示す。5年毎の国家開発計
画と 25 年毎の長期開発計画が策定されるのは、第 2代のスハルト政権になって 1963 年に国家開発
企画庁（以下、Bappenas）が設置されてからである。そしてスハルトからハビビ政権までは、長期計

第 3表　インドネシアの開発計画と空間計画
政権名 期間（年度 *） 国家総合開発計画 長期計画 空間計画

1948-1950 3 カ年生産計画
スカルノ 1950-1951 特別福祉計画
（～ 1966） 1951-1952 緊急工業・中小産業開発計画

1956-1960 5 カ年計画
1961-1969 国家総合開発 8カ年計画
1969-1973 第 1 次 5 カ年開発計画 第 1次 25 カ年開発計画

スハルト 1974-1978 第 2 次 5 カ年開発計画 （1969-1993）
（～ 1998） 1979-1983 第 3 次 5 カ年開発計画

1984-1988 第 4 次 5 カ年開発計画
1989-1993 第 5 次 5 カ年開発計画
1994-1998 第 6 次 5 カ年開発計画 第 2次 25 カ年開発計画

ハビビ （1994-2018）中止
（～ 1999） ハビビ政権からワヒド政権へと移行する 1999 年には国家計画は策定されていない
ワヒド
（～ 2001） 2000-2004 国家開発計画
メガワティ
（～ 2004）
ユドヨノ 2005-2009 第 1 次国家中期開発計画 長期国家開発計画
（～ 2014） 2010-2014 第 2 次国家中期開発計画 （2005-2024） 国家空間計画

2015-2019 第 3 次国家中期開発計画 策定完了は 2007 年 （2008-2027）
ジョコ 2020-2024 第 4 次国家中期開発計画
（～現在）
注）＊   1999 年までは 4月から翌年 3月までが 1年度であったが、2000 年からは暦年（1月～ 12 月）ベースに

変更された。
出所）飯島（2005）他より筆者作成。
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画と中期計画は、大統領令によって定められていた。ところが、スハルト政権崩壊の契機ともなっ
たアジア金融危機により、1998 年に予算危機となった。予算危機の以降には、財務省が所管する経
常予算の管理が開発予算の遂行よりも重要になった。さらに後にみる地方分権化の進展によって、
Bappenasを中心に中央が地方の開発を取り仕切ることが困難になった。しかし Bappenasには一
定の役割が期待されたことから、中期と長期の開発計画に関する法律を制定して、インドネシアの
開発制度の安定性を確保する必要があった。またこの法律によって、未整備の部分が大きかった地
方開発の体制を整備しようとした。
長期と中期開発計画の根拠となる制度が、2004 年 10 月に法律第 25 号として制定された。これを
飯島 31）は、インドネシア開発計画システム法と日本語訳しているが、志摩他 32）は国家開発計画体
制に関する法律と訳している。これらは同じ法律を指す。この法律が制定されるまでは上記のよう
に、大統領令に基づく国家開発計画が策定され、所管の Bappenasの地位は必ずしも保証されてい
なかった。スハルト政権は強力にこの組織を支援したけれども、ハビビ大統領を経てワヒド大統領
になると大統領の Bappenasの庇護が弱くなった。次のメガワティ政権は、財務省に予算権限を集
中させる方向に動いた。
そしてハビビ政権からメガワティ政権までのアジアの金融危機後の約 7年間は、インドネシアの
大きな政治改革の時期である 33）。この時、憲法改正と国軍の政治関与の削減に加えて、地方分権が
推進された。憲法の改正によって大統領の直接選挙が実現した。そして国軍改革が実施され、政治
と軍部との関係が変化した。国軍改革は、警察と軍部とを組織構成の上で明確に分離することに加
えて、政治・選挙制度への関与の禁止など包括的であった。改革後のインドネシア国軍は、タイや
フィリピン、ミャンマーなどのように政治に深く関与できる組織ではなくなった。この国軍改革は
インドネシアのみならず、東南アジア全体からみても大きな意義がある。2004 年には初の大統領直
接選挙が実施され、ユドヨノ大統領となった。大統領の任期は 10 年までであり、2014 年にはジョ
コ・ウィドド大統領（以下、ジョコウィと略記）となった。ジョコウィ大統領は 2019 年に再選されて、
2024 年までの任期である。再選後の大統領は後述の新首都への移転方針を早々に打ち出すなど、地
方開発に重点を置く地域政策を推進している。
地方開発に当たっては、資源開発と工業化が重要である。インドネシアは資源大国であり、石油
資源の採掘量は減少してきたけれども、ニッケル鉱などが豊富にある。ニッケルはリチウムイオン
電池の構成部品であり、電気自動車の製造などに重要な資源である。ニッケルは第 1図に示すスラ
ウェシ島や東方のマルク諸島に産出する。資源開発は 2015 年から 2019 年にかけての中期計画でも
重視され、複数の工業団地の建設が進められている。政府は、ニッケルを国内で精錬する精錬所の
建設をスラウェシ島などで計画し、中国系企業の精錬所の建設が進展している。
ジョコウィ大統領は、ジャワ島外の産業振興を図る計画である。例えば、全国的に工業団地開発
を進めており、スマトラ島ではパーム油の精製などが計画されている。カリマンタン島ではボーキ
サイトやアルミニウム、ゴム関連産業の拡大が推進されている。経済特別地区については、JETRO

によると 2020 年現在で全国に 15 地区を設定している。ジャワ島には 3カ所設定されているが、全
体的にみるとジャワ島以外が重視されている。スマトラ島には 4カ所、スラウェシ島に 3カ所、カ
リマンタン島 1カ所、ロンボク島 1カ所、その他 3カ所である 34）。
他方でジャワ島でも道路や鉄道、港湾施設やダムなどの基盤施設の全般的な不足が指摘されてき
た 35）。基盤施設の整備は徐々に進行しているけれども、必ずしも順調ではない 1例が、ジャカルタ
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とバンドン間の高速鉄道の整備計画である。事業は日中間で受注競争が展開されて、結果的に中国
が受注した。しかし土地の収用などに課題があり、事業は容易には進展しそうにない 36）。第 3表に
よると、3回目の長期計画が 2005 から 2025 年までの期間で設定された。中期開発計画 2015 － 2019
では、観光関連産業に注目した。同計画 2020 － 2024 では、全国の 14 カ所に設置予定の工業団地と
経済特区への投資を期待する 37）。

2．地方分権と空間計画
地方分権の主な対象は州ではなく県と市であり、多様で大きな変化がもたらされた。ただし分権
化に伴って地方の保険衛生や教育、一部の生活基盤では改善されたけれども、汚職や他のサービス
は思ったほど改善されていない 38）。他方で地方分権による明確な変化は、州その他の自治体の数の
急増に示される。1999 年から 2015 年までの間に州の数は、26 から 34 へと増加した。そして市の数
は 55％も増加し、市の中の行政区は 77％、村は 20％増加して 8万 3000 以上になった。自治体の新
設による財政的メリットが追求され、職員ポストの増加も主な目的であった。
地方制度としては、州の下に県と市が置かれる 2層制である。県と市との関係は、日本とは違っ
て対等である。各県と各市の中には郡が設置されており、郡の中に県では村がある。県の村に相当
する行政組織は、市では行政区である。そして 1999 年から 2004 年にかけての時期に、公務員約 190
万人が地方へ移管された 39）。2015 年現在の公務員の数は州政府 31.2 万人、県・市 330.1 万人で合計
361.3 万人であり、これは国（軍隊を除く）94.5 万人の約 4倍に達する。県や市は大きく変化し、2004
年の地方行政法によって地方首長は直接選挙で選ばれることになった。州の自治機能は限定されて
おり、州は中央政府の 1機関でもある。
地方分権によって、地方エリート層は大きな権力を得た。地方公務員は企業に許可などを与え、企

業からキックバックを得るようになった 40）。例えばジャワ島西端に新しく創設されたバンテン州で
は、地方分権の拡大に伴って起業家出身の地方エリート層が台頭して、議会制度を骨抜きにするほ
どの権力の一元化がみられた 41）。さらにバンテン州では、空間計画と実際の土地利用の間にはかな
りの相違がある。
1999 年に制定され、2001 年から実施された地方分権については、財政問題を含めて多くの議論が
ある。例えば分権が開始されて間もなくの時期には Firman42）のように、地方分権への期待をこめ
た見解が示された。2001 年以降の地方自治の拡大と財政面での地方分権は、中央政府からの地方へ
の交付金の拡大をもたらした。このため基礎自治体と上位自治体間の財政上の垂直的な財政格差は
削減したけれども、同一レベルの都市や地域間の財政格差はむしろ拡大したという。また 1999 年の
中央・地方財政均等法の制定によって、天然資源から得られる利益が、その資源を持つ地方へ還元
されるようになった。この制度改革が利益還元を目的とした乱開発を生み、多数の森林を消失させ
ることになった。
しかし、分権開始後の一定期間が過ぎると、Hill and Vidyattama43）などは、政治的な地方分権は

明確になされたけれども、地域総生産などの各種の経済指標でみると地域開発にはほとんどインパ
クトは持たなかったとしている。また他方では、Setiawan and Aritenang44）は地方分権の財政に関
する効果は数年遅れで認められ、その効果は大きいものがあるとしている。地方分権の効果につい
ては、現在もさまざまに検討されつつある。インドネシアの空間政策は、こうした地方分権の展開
とともに推進されている。
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空間計画に関する法律の制定と施行の過程は複雑である。インドネシアの空間計画法は1992年に
制定され、1994 年からの第 2次 25 カ年計画に含まれた。しかしこの法律は主に州レベルの空間計画
を規定するものであって、中央政府の計画を強く規定するものではなかったという 45）。空間計画は
土地利用計画を含む総合的計画であり、国とは別に州、都市のレベルでも作成される。2007 年の法
律 26 号空間計画法によって中央政府の他に 34 州、98 市と 399 の農村部関係機関が計画立案の主体
となった 46）。ゾーニングの仕方と関係者の関与の方法が大きく変更された。以前の1992年の法律で
与えられていた複数の州にまたがる空間計画の調整権限は、新たな制度下では縮小したようだ。
1992 年以前の空間計画に関する法制度に注目すると、以前の時期には 1949 年法がインドネシアの

空間計画を規定していた。この法律は 1948 年にオランダ暫定政権が定めたタウンプラン規程（Town 

Planning Ordinance）を基にしており、この規程が 1949 年法に引き継がれた。旧宗主国とそこから
独立した新国家の各種制度の連続性や効果については、慎重な検討が必要である。マレーシアのよ
うに平和的に独立した場合には、制度の連続性も維持されることが多い。しかし戦争を経て独立し
たインドネシアは、マレーシアとは異なって諸制度の連続性があまりない。例えば首都ジャカルタ
はオランダ人が定めた植民地管理の拠点であったので、独立後の新政府は自国の新首都から宗主国
の痕跡を抹消しようと大改造を行った。大規模な各種の建設工事が労働者を全国から吸引し、次に
みるようにジャカルタの過剰都市化を一層おし進めた。
空間政策は国家の主要課題である。それは第 3表のように 2008 年に国家空間計画が策定され、土
地及び空間計画省が 2015 年に設置されたことにも示される。国家空間計画は、全国に 6つの経済回
廊を設定し、7つの National Strategic Areas、38 の National Activities Coresと 177 の Regional 

Activity Coresを設置した 47）。国境地域には、26 の Strategic activity centerが設定され、その内の
5つは西カリマンタンにある。国境地域に関する計画として国家戦略的観光地区が 88 地区ある 48）。

3．首都圏の巨大化と首都機能の移転
さて次に、国家レベルの空間政策の中でも主要な位置を占める首都圏をみよう。そこでは首都圏
の巨大化と首都機能の移転が、大きな課題である。ジャカルタ首都圏は都市圏の定義の仕方による
のだが、郊外を広く含む見方によれば人口 3000 万人を超える巨大な都市圏となった。ここでも不法
居住と土地問題がある。土地所有権の未確定問題もあるが、公有地への不法居住だけではなく、植
民地期の土地制度との調整不足や慣習的土地所有と土地基本法による権利確定の遅れなど多様であ
る。さらに土地登記の実施の遅れなどが錯綜している。
ジャカルタ大都市圏の空間計画と実際の市街地再編との間には齟齬がある49）。現在の空間計画は、

急速に進行する都市再編に適切には対応出来ていない。土地利用の変化は独自であり、空間計画の
書類が想定する過程とは異なる。ジャカルタ大都市圏は、通称ジャボタベックあるいは最近ではジャ
ボデタベックジュールとも表現されるが、その空間計画は現実の都市化とは異なるものとなってい
る 50）。計画と現実の 2つの相違点は、将来の不確実性を考慮していない空間計画が原因であり、大
きな課題となっている。政府の成長政策と地方自治の拡大の中で、大都市圏の郊外の各地区で、民
間企業の事業が拡大している。企業は工業団地や住宅団地などの開発事業による利益の確保を重視
する。このため政府が計画した道路・公園や学校、病院などの基盤整備を、充分には行わない。
ジャカルタでは今後、海上に第 2空港を建設する計画である 51）。また西ジャワ州の空港も整備し、

首都圏の3空港体制を追求する。さらにスラウェシ島やニューギニア島などで10空港を新たに整備
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し、現行の 6地方空港の体制から大幅に地方空港を整備する。ジャカルタ首都圏は、1990 年代以降
に急速な都市化が進展しており、その動向がヒートアイランド現象からも把握されている 52）。ジャ
カルタから南方へ約 60㎞に位置し、バンドンとの中間に位置するボゴール市では、2005 年から 2012
年にかけて住宅化が進展し、ことに規定外の住宅地の増加が顕著であった 53）。ボゴール市はジャカ
ルタ首都圏に含まれる。バンドンよりもさらに約150㎞東方の西ジャワ州クニンガン県の住宅建設は
空間計画担当者が許可証を発行する 54）。空間計画に関連する組織が充分でなくて政策が一貫してお
らず、法律的強制力も充分ではない。
オランダが創設し、今日も過剰都市化に悩むジャカルタからの首都機能の移転は、インドネシア
大統領の悲願でもある 55）。スカルノ大統領の時期には、1957 年に中部カリマンタン州のパランカラ
ヤを新首都の候補地とした。インドネシアの中央部に位置し、地震などの自然災害が少ないという。
次のスハルト大統領の時期には、1997 年に西ジャワ州ジョンゴルを候補地とした。さらに次のユド
ヨノ大統領は具体的な候補地は示さなかったが、ジャカルタへの負担の増加を懸念した。こうして
ジョコウィ大統領は、再選直後の2019年に周到な準備の上でカリマンタン島の3つの選択肢を示し、
第 1図のように首都の移転先を明示した。インドネシアの首都移転はマレーシアとは異なり、国土
全体の再編にもつながる大規模なものである。
第 3表の 2020 年から 24 年にかけての国家中期開発計画には、首都機能の移転が盛り込まれてい
る。新首都は 5600haの規模を計画しており、2024 年までに一部の機能の移転を完了させる予定で
ある。議会は首都移転には賛成だが、場所については納得していないようだ。こうしたことから人
口約 1800 万人の規模を有するカリマンタン島に関する研究が増加している 56）。インドネシアもマ
レーシアと同じように自国の空間政策すなわち、地域間格差の是正を目的とする地域政策に加えて
都市および農村地域の整備が中心であり、近隣諸国との連携強化は次の段階に置かれている。こう
した中で東南アジアの島嶼部では、1990 年代から推進されてきた国際協力が注目される。

Ⅳ．島嶼部の国際協力と空間政策の方向性

1．国際協力の現段階
マレーシアとインドネシアがともに関連する国際協力の現状を確認した上で、各国レベルではな
く、ASEAN全体の観点からみた空間政策の方向性を考えよう。ここでは SIJORIに加えて IMT-GT

と BIMP-EAGAの 3事例をみるが、国際的に最も注目されてきたのは第 2図に示すシンガポールを
中心とする成長の三角地帯である 57）。近年は、シンガポール・ジョホール・リアウの地名から 2文
字ずつ頭文字をとって SIJORIともいう。シンガポールは、1965 年にマレーシアから分離独立する
以前から開発が進められていたジュロン工業団地に、多国籍企業を誘致した。そして他の東南アジ
アの首都圏が過剰都市化に悩んでいた 1970 年代初期に、シンガポールは完全雇用を実現した。
狭小な国土面積の都市国家であるシンガポールに、多くの企業進出が継続した。このために地価
が上昇し、企業は工場用地の拡大を契機に、地価と労働力がより安価な隣接するマレーシアのジョ
ホールバルに移転する傾向をみせるようになった。そこで1990年代に入って国連の支援などにより、
シンガポールを中心に第 2図のインドネシアのバタム島とビンタン島を含む国際的な経済圏の構築
が計画された。計画は国境の壁を高く維持しつつ、同時にそれを超える経済圏を創出しようとした
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ものであり、世界の注目を集めた。この国際開発は、多国籍企業の誘致を有利にするために国境に
よる地価と労賃の格差を巧妙に利用した。

マレーシアではジョホール州が主導して工業団地を整備し、シンガポールからの企業を受け入れ
た。この整備計画はやがて連邦政府が主導するイスカンダル・マレーシアとして発展し、第 9次MP

の中に明確に位置づけられた。ただしこの計画は、ジョホール州南部に複数の開発拠点を造るもの
で、工業開発よりもむしろ教育を含む第 3次産業と都市開発である。不動産開発に関連しては、中
国系企業の投資が集中した。これとは別にペトロナスの大規模石油精製プラントが、ジョホール州
南東端でシンガポールのチャンギ国際空港の対岸に開設された。ペトロナスは複数の石油精製所を
マレー半島内に設置していたが、ここはサウジアラビアの国営石油会社アラムコとの提携による大
規模開発である 58）。
他方のインドネシア政府は、バタム工業団地の建設に当たって自由貿易地区を設定するなど深く
関与した。1999 年にはバタム市が創設され、2004 年にリアウ諸島州が新設されて権限が委譲される
など、分権化による制度改革が続いた。州政府のみならず、県や市の自治権の拡大が続いた。また
中央政府は工業団地を、輸出志向の自由貿易地区から、域内生産の製品は国内市場への販売が可能
な経済特別区へと位置づけを変更した。企業は政府への各種手続と書類提出に加えて納税も必要で
あった。さらに、州政府や市などにも同様な手続きが必要で手続きが非常に煩雑であった。
リアウ諸島州の開発は、インドネシアにとっての最初の大規模開発であり、中央政府が主導した。
しかし上記の度重なる制度改革のために投資家の不安が増大し、電気・電子産業の撤退につながっ
た。これにはインドネシアの地方分権の影響が大きい。2008 年の世界金融危機の後には、バタム島
やビンタン島から企業流出の傾向がみられた。Hutchinson and Grunsvan59）は、SIJORIにおける
電気・電子関連企業の進出と撤退を詳細に調査した。そしてバタム島では、2000 年代に入って企業
がかなり撤退したことを明らかにした。彼らは SIJORIが設置当初に期待された成長の三角地帯と
は、大きく異なってきたと述べた。

第 2図　成長の三角地帯（SIJORI）
出所）筆者作成。

N
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第 3図　IMT―GTの経済回廊
注）スマトラ島全域とマレー半島の薄いグレーの部分が対象地域である。シンガポールは含まない。
出所）IMT-GT（2017）Implementation Blueprint 2017-2021 より筆者作成。

第 4表　IMT-GT における経済回廊の対象都市と特徴
番号 回廊記号＊ 回廊の名称と主要都市 基本的特徴 1 基本的特徴 2

① EC1 拡大ソンクラ・
ペナン・メダン回廊

マレーシア・スマトラ・シンガ
ポールと交易する南部タイの農
業県を含み、域外との交易品供給
網の中で重要な枠割を果たす。

国境地域に位置するいくつかの
州などを含み、経済特区と工業
集積の開発を通して、経済開発
の主要な拠点となっている。

② EC2

マラッカ海峡回廊（ト
ラン・サトゥン・
プルリス・ペナン・ポー
トクラン・マラッカ）

回廊はスマトラに近いので回廊
中に経済・産業ゾーンがもし設定
されるならば、工業生産システム
上の各段階でスマトラを補完で
きる可能性がかなりある。

この回廊に沿って多くの食品
ターミナルや統合的食品セン
ターが計画されつつあり、食品
工業、ことにハラル食品の供給
拠点になる可能性がある。

③ EC3
バンダーアチェー・メ
ダン・ペカンバル・
パレンバン経済回廊

この回廊はアセアン・ハイウエイ
ネットワークの一部である。
IMT-GTの接続性を向上する重
要な一部である。

この回廊の開発は、他の 3つの
経済回廊の計画と密接に関連し
ている。

④ EC4 マラッカ・ドゥマイ経
済回廊

この海上回廊は、スマトラとマ
レーシアのとの間の人的交流と
貨物輸送の長い伝統を反映して
いる。

ドゥマイは、パーム油・石油・
ガスで知られるリアウ州への接
続港である。ドゥマイはパーム
油の輸出港、各種貨物の輸入港
として重要である。

⑤ EC5 ラノン・プーケット・
アチェー回廊

スマトラと南部タイとを結ぶ海
上回廊である。

スマトラの港湾施設が整備され
ることによって、タイ南部との
連結性が確立するだろう。

注）＊ EC1 から 5の回廊記号は、第 3図中の回廊番号に対応している。
出所）各種の ADB資料により、筆者作成。

５
２

１

３
４
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SIJORIの初期動向に刺激を受けて、1993 年の ASEANサミットではタイ南部・マレー半島西岸
に加えてスマトラ島東岸を含む IMT-GTの構築が合意された。1990年代初頭は東南アジアの島嶼部
における新たな国土開発の発展期であった。次にみるカリマンタン島を中心とする回廊計画も同時
期に提案された。IMT-GTでは第 3図に示すように、マラッカ海峡を挟んで 5つの経済回廊を構築
しようとした。これら 5つの経済回廊に含まれる主要都市と各回廊の産業経済上の特徴を第 4表に
示す。
タイ南部の拠点都市ソンクラとマレー半島北部の拠点ペナン島、それに対岸のスマトラ島の拠点
メダンをつなぐ第 1回廊が、全体の中核的な経済回廊である。ペナン島は、マレー半島北部におけ
る多国籍工業の集積拠点として良く知られる。他の 2都市も工業団地を整備して国内外の企業の誘
致を進めている。ソンクラの工業団地はマレーシアやシンガポールの企業の進出を期待した。メダ
ンはスマトラ島で最大の都市であり、郊外に大規模な工業団地がある。各都市はそれぞれ地域の拠
点であるが、拠点間に連坦した産業展開があるわけではない。マレー半島西岸のマラッカ海峡回廊
では特に食品工業の拡大に期待しているが、それは充分な根拠があるわけではない。

IMT-GTの創設後には事業があまり進展せず、2012 年現在での評価は高いものではなかった 60）。
そして経済回廊の形成に関する会合では、ADBの存在感が大きかった。ADBの東南アジア担当部
局には、サブリージョナルな協力枠組みを支援する部署がある。この間、スマトラ島とマレー半島
のマラッカ海峡を挟んだ貿易と人的交流の拡大が目指されてきたが、海洋連結性の拡大計画はあま
り進展していない。2020 年の第 26 回閣僚会議では、新型コロナの拡大に対応して、域内の 6都市の
観光関連の公共空間に対する支援拡大が確認された 61）。ADBは気候変動に対する対応の支援、海域
保全や海洋経済に関する技術支援を行うことになった。IMT-GTで注目されるのは観光業である。マ
ラッカばかりでなく北部のペナンの旧市街地も世界遺産に指定されており、同島北部海岸のビーチ
リゾートは良く知られている。ただ観光拠点間を連携し、国際協同開発にまで発展させることは容
易ではない。

第 4図　BIMP－ EAGAの経済回廊
注）  経済回廊は 1994 年の加盟地域で構成されている。1996 年には、カリマンタン南部と図中の経済回廊外の
スラウェシ南部にマルク諸島、さらにイリアンジャヤを含む地域も BIMP-EAGAに加盟し、図全体の地
域を含むようになった。

出所）BIMP-EAGA（2012）Implementation Blueprint 2012-2016 より筆者作成。
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第 3 の東 ASEAN成長地帯（BIMP-EAGA）は、1994 年にミンダナオ島のダバオ市で発足した 62）。
ブルネイ・インドネシア・マレーシアとフィリピン 4カ国からなるこの成長地帯は、第 4図のよう
に 3つの経済回廊を設定した。しかし産業基盤の不足が指摘され、アジア金融危機の以降には不景
気のために、民間事業の多くが中止となった。そこで 2004 年以降に事業の再検討がなされた。当該
の成長地帯と圏外とを比較した時の当該地域の比較優位性を確認し、その最大限の発揮にむけた
ADBの技術支援などが追求された 63）。この地域の各種資源については、中国が関心を寄せた。
3つの経済回廊の中の東および西ボルネオ回廊の2つの事例をみよう。この地域は鉱産資源が豊富
で、パーム油を生産するための油やしのプランテーションもある。石油や石炭の他に各種の資源が
ある。外交関係は制度上は中央政府の所管であるが、マレーシアとインドネシアの国境地域では、地
方政府の間でも実質的な連携を模索することになった。インドネシアの西カリマンタン州は、北側
に隣接するマレーシアのサラワク州との間に対話を開始した。そしてマレーシアのパーム油開発業
者からインドネシア領土内での開発事業の要請がなされた。マレーシアは 1990 年代になると、開発
用地や労働力の不足が深刻化した。西カリマンタン州の官僚は、マレーシアのパーム油開発企業か
ら開発許可の早期発効などによるキックバックを得た。
マレーシアとインドネシアの国境地域には、少数民族のイバン人が生活する 64）。インドネシア側
に住むイバン人は、より高賃金を求めてマレーシアの農業や単純労働などに出稼ぎ労働をしてきた。
両国間では物価水準の相違も大きく、賃金格差も 2倍以上あった。2000 年代に入ってインドネシア
の地方分権が進展すると、新しい行政区などが設置された。
カリマンタン島では現在、高速道路が建設中である 65）。ハイウエイは 2015 年に東マレーシア西部

のサラワク州で工事が開始され、2030 年頃の完成を目指している。高速道路はトランスボルネオ・
ハイウエイとの名称であり、サラワク州内で約 1060㎞、東北部のサバ州内で約 786㎞の計画である。
2020 年現在でサバ州内では 32％、サラワク州内で 52％の工事が完了している。この高速道路は、イ
ンドネシア側の約 3900㎞のトランスカリマンタン高速道路南部ルートとも接続が計画されている。
高速道路の建設は、インドネシアの首都機能移転とも関連して、カリマンタン島の地域開発に寄与
するだろう。
2019 年に第 13 回の BIMP-EAGAサミットがバンコクで開催されて、創設後 25 周年目の課題など
を確認した 66）。域内の越境貿易の拡大と観光部門が重視されている。観光以外では、域内の主力産
業である農業と漁業が注目されている。また港湾施設、航空路と道路の整備、電力などの基盤整備
が主要な課題である。この地域と中国との農業・漁業や観光に関する協力の拡大やオーストラリア
との間にクルーズ船導入の可能性を追求する。

2．ASEANの空間政策
マレーシアとインドネシアの空間政策と3つの国際協同開発をみると、次のように要約できる。つ
まり、両国の独立後の国土全体を包含する統一的な空間政策の構築と空間計画の確立は、容易では
なかった。両国とも今後の一定期間は、国内の空間政策の実施が中心であり、本格的な国際連携は
国内整備が進展した後になるだろう。
マレーシアではマレー半島部と東マレーシアの地域統合は容易ではなく、東西マレーシア間で統
一的な空間計画が出来たのは 2017 年である。他方のインドネシアでは、アジアの金融危機を経て国
家体制が大きく再編され、地方制度が改革された。地域間格差の是正を主な目的とする地域政策は、
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ジャワ島から外島への移住などが追求されてきたけれども、充分ではなかった。現状では、外島で
の工業団地開発や経済特区の創設による地域間の格差是正が中心である。
ただしカリマンタン島への首都移転は、インドネシアの空間政策からみても大きな意義がある。
ジャワ島からの首都の移動は、国土再編の契機ともなる。東南アジアでは首都の大規模な移転は、
ミャンマーのヤンゴンからネピドーへの移転以降の主要なものとなる。マレーシアでも首都機能は、
クアラルンプルから大都市圏内のプトラジャヤに移転したが、機能の一部を残したままで制度上の
首都は変わらない。両国は徐々に国際開発を進めてはいるけれども、現在は自国内の空間計画の構
築・実現と地域間の格差是正が中心である。そして国内の地域間格差を是正するために、国土周辺
の国境地帯で国際協力を推進している。国際協力は、主に国内の地域間の格差是正の手段として進
められている。
島嶼部の国際開発に熱心なのは、大陸部の場合と同じように ADBである。両国は複数の主要な島

嶼に分離され、しかも島嶼間の経済格差が大きい。1国内の中央と地方の大きな地域間格差を縮小す
るために島嶼部でも、国境を超える協力関係が国家の辺境地域に期待された。だがシンガポールを
中心とする SIJORIでも、当初期待したような 3国間連携には発展していない。特にインドネシア
のリアウ群島州やバタム市の創設に伴う諸制度の改革は、世界金融危機の進展とも相まって、企業
流出をもたらした。他の 2つの国際協力は SIJORIの初期段階の成功に促されて進展した。しかし、
複数回の金融危機の影響による多国籍企業の動向にも影響を受けて、国際協力は進展していない。
このようにみてくると、東南アジアの島嶼部と大陸部とを統一的に把握する空間政策を構築する
ことは容易ではない。しかしまず、現実に事業が少しずつ進展する 3つの国際協力を核として、島
嶼部の空間政策を長期的な観点から考えることが出来る。島嶼部では国境地域の開発を推進すると
同時に、国家間の航空交通と海上交通の拡大などによって拠点都市間の交通運輸量と情報流通の拡
大を図ることが実際的だろう。そのためには空港と港湾施設の整備を核とする空間計画を構築する
方向が考えられる。航空交通に関し東南アジアでは、1990 年代以降に規制緩和による自由化が進展
して LCCが増加してきた。しかし他方の海上交通は、航空とは違って自由化は容易ではない。また
大陸部では島嶼部とは大きく違って、陸上交通を主体とする地域開発が中心である。そこで大陸部
と島嶼部とを統合的に考えた ASEANレベルの空間政策は、現状の国際協力を推進しつつ陸海空の
交通・通信フローの拡充を主目的とする基盤や拠点整備を中核にすえた空間計画が考えられよう。

Ⅴ．おわりに

小論は、マレーシアとインドネシアを主な対象にして空間政策を検討した。中国の雲南省と広西
壮族自治区を含むインドシナ半島の拡大メコン圏では、経済回廊の形成などによって、国境を超え
る広域計画が実現しつつある。他方の東南アジアの島嶼部の空間計画は、まず自国の国内整備が中
心である。1990 年代前半に合意された国土の周辺部に注目し、辺境地域で国境をまたぐ国際地域開
発 SIJORIでは一定の成果はあった。しかしすでに見たように他の 2地域では、充分な進展はみら
れていない。拡大メコン圏の近年の急展開に比べると、島嶼部の立ち遅れが目立っている。
島嶼部の空間政策は、地理的に分離する主要な島嶼ごとの相違が、大きくならざるを得ない。マ
レーシアはマレー半島とサバ・サラワク州の相違が大きくて統一的な空間計画は長く作成されな
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かった。2017 年以降の国家空間計画 3で、ようやく全国計画が成立した。マレーシアの長期計画は
国内整備を中心に事業を展開し、その後に近隣国との連携を図る。
他方のインドネシアは土地制度と空間政策を所管する空間政策省を新設して、空間政策に取り組
み始めた。広大な国土を対象にした国の経済回廊計画はあるが、主に市や県に対する地方分権との
関連で、全国を統一的に考える空間計画の実現は容易ではない。度重なる制度改革と脆弱な地方自
治体という現状がある。全国的レベルの経済回廊計画はあるが、当面はジャワ島以外での工業団地
の整備などの個別具体策の実現を急いでいる。州そして市や県の計画調整の能力上に課題がある中
で、地方分権という制度改革が継続した。そして、政治家や企業家などの地方エリート層の台頭と
産業開発が同時に進行している。例えばバリ島では、分権化の中で地元企業や関係者の間に、首都
ジャカルタの企業やその他と連携した開発競争が起きている。
島嶼部でも、SIJORIなど国境を超える国際協力が注目されたけれども、国境の壁を高く掲げたま

まの国際協力は容易には進展しない。シンガポールという都市国家があってさらに、地価と労働力
の安価な国が近接する SIJORIでのみ比較的成功した。こうした国際協力については、ABD他の国
際機関の協力と支援が比較的効果を発揮するだろう。島嶼部と大陸部の国家とを統一的に把握する
空間政策を構築することは容易ではないが、事業が少しずつ進展する 3つの国際協力を核とする島
嶼部の国際的な空間政策を長期的な視点から考えることは出来る。そして島嶼部と大陸部を含む
ASEANレベルにおける空間政策は、陸海空の交通拡大によって拠点間の交通運輸量と情報流通量
の拡大を図る方向性があるだろう。

この研究は JSPS課題番号 20K12382 の助成によります。
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